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◯
秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
九
・
総
務
課
）
…
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◯
秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
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一
部
を
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正
す
る
規
則
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一
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総
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）
…
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…
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４

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
九
号

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
公
文
書
館
」
を
「
東
京
事
務
所
」
に
、
「
・
第
十
七
条
」
を

「
―
第
十
九
条
」
に
、
「
東
京
事
務
所
（
第
十
八
条
―
」
を
「
公
文
書
館

（
第
十
九
条
の
二
・
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
課
」
の
下
に
「
及
び
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、

同
項
の
表
知
事
公
室
の
項
中
「
情
報
公
開
課
」
を
「
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
項
中
「
医
務
薬
事
課
　
」
を
「
医
務
薬
事
課
　

県
立
病
院
改
革
推
進
室
」
に
改
め
、
同
表
生
活
環
境
文
化
部
の
項
中
「
県

「
県
民
文
化
政
策
課

民
文
化
政
策
課
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
」

第
四
条
の
二
中
「
掲
げ
る
課
及
び
」
の
下
に
「
セ
ン
タ
ー
並
び
に
」
を
加

え
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
知
事
公
室
の
各
課
及
び
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事

務
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
知
事
公
室
各
課
の
所
掌
事
務
」
を
「
知

事
公
室
の
各
課
及
び
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
」
に
改
め
、
同
項
総
務
課
の
項

中
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十

五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七
　
公
告
式
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
項
総
務
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
八
号
か

ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。八

　
知
事
会
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
項
総
務
課
の
項
中
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
を
削
り
、
第
二

十
一
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
二
号
ず

つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
五
号
を
削
り
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、

第
二
十
七
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
同
項
第
二
十
八
号
中
「
知
事
公
室
各

課
」
を
「
知
事
公
室
の
各
課
及
び
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二

十
五
号
と
し
、
同
項
第
二
十
九
号
を
同
項
第
二
十
六
号
と
し
、
同
条
第
一
項

秘
書
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
　
報
道
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
項
情
報
公
開
課
の
項
中
「
情
報
公
開
課
」
を
「
情
報
公
開
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の
所
管
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第

二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
七

号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項

に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

八
　
文
書
事
務
の
企
画
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
公
印
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
行
政
文
書
の
受
領
、
発
送
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
県
公
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
公
文
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
七
号
」
の
下
に
「
及
び
第
八
号
」
を
加
え
る
。

第
七
条
福
祉
政
策
課
の
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
六

号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十
六
　
医
療
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
七
条
健
康
推
進
課
の
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、

第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

五
　
自
殺
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
健
康
推
進
課
の
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号

と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
医
務

薬
事
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と

し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
　
循
環
器
疾
患
に
関
す
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
に
関
す

る
こ
と
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

医
務
薬
事
課
県
立
病
院
改
革
推
進
室
は
、
医
務
薬
事
課
の
所
掌
事
務
の

う
ち
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
八
条
第
一
項
県
民
文
化
政
策
課
の
項
中
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削

り
、
第
九
号
を
第
三
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰

り
上
げ
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
七
号
と
し
、

第
十
六
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
八
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
号
を
削

り
、
第
二
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で

を
九
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

一
　
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
調
査
、
企
画
及
び
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

四
　
物
価
対
策
及
び
生
活
関
連
物
資
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
消
費
生
活
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
金
融
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
交
通
安
全
対
策
の
企
画
、
促
進
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
交
通
事
故
の
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
生
活
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
一
項
環
境
あ
き
た
創
造
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と

し
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

四
　
循
環
型
社
会
の
形
成
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
」
を
「
第
三
号
か
ら
第
六

号
」
に
、
「
第
二
十
三
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
第
六
号
か
ら
第
十
号
」
を
「
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
産
業
経
済
政
策
課
の
項
中
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を

削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
二

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
九
号
を
削
り
、
第
二
十
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第

二
十
一
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
条
第
一
項
商
工
業
振
興
課
の
項
中
第
十
八

号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

二
十
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
事
務
所
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
一
項
商
工
業
振
興
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、

第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

十
　
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

規
　
　
　
　
　
　
則



２

十
一
　
県
産
品
の
販
路
拡
大
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
一
項
観
光
課
の
項
第
十
三
号
中
「
県
営
田
沢
湖
高
原
駐
車

場
」
を
「
田
沢
湖
ス
キ
ー
場
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
を
削
り
、
同
条
第

三
項
中
「
第
十
三
号
か
ら
第
十
七
号
」
を
「
第
十
五
号
か
ら
第
十
九
号
」
に

改
め
る
。

第
十
三
条
会
計
管
財
課
の
項
第
一
号
中
「
地
方
公
所
（
東
京
事
務
所
、

北
海
道
事
務
所
、
大
阪
事
務
所
、
名
古
屋
事
務
所
及
び
福
岡
事
務
所
を
除

く
。
）
の
」
を
削
る
。

第
十
四
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
知
事
公
室
情
報
公
開
課
」
を
「
知
事

公
室
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二

十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
三
十
三
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

三
十
三
　
秋
田
県
青
少
年
環
境
浄
化
審
議
会
　
生
活
環
境
文
化
部
県
民

文
化
政
策
課

第
十
四
条
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
五
号
中
「
生
活
環
境
文
化
部
県
民
文

化
政
策
課
」
を
「
生
活
環
境
文
化
部
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
」
に

改
め
、
同
条
中
第
三
十
六
号
を
削
り
、
第
三
十
七
号
を
第
三
十
六
号
と
し
、

第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
四
十

六
号
中
「
農
林
水
産
部
農
林
政
策
課
」
を
「
農
林
水
産
部
水
と
緑
推
進
課
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
十
五
号
と
し
、
同
条
中
第
四
十
七
号
を
第
四
十

六
号
と
し
、
第
四
十
八
号
か
ら
第
六
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。

「
公
文
書
館
　
　
　
「
東
京
事
務
所

第
十
五
条
中
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

東
京
事
務
所
」

公
文
書
館
　
」

第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
表
中
「
仙
北
地
域
振
興
局
」
を
削
り
、
同
表
北

「

秋
田
地
域
振
興
局
の
項
中

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同

」

」

表
秋
田
地
域
振
興
局
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
県
税
課
の

項
中
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
県
税
課
」
を
「
北
秋
田
地
域
振
興

局
県
税
部
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部

の
項
中
「
大
館
地
区
総
合
事
務
所
」
を
「
大
館
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
五
第
一
項
大
館
地
区
総
合
事
務
所
の
項
各
号
列
記
以
外
の
部

分
中
「
大
館
地
区
総
合
事
務
所
」
を
「
大
館
事
務
所
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
（一）
及
び
（二）
中
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
県
税
課
及
び
大
館
地
区

総
合
事
務
所
並
び
に
」
を
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
事
務

所
、
県
税
部
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
大
館
地
区
総
合
事
務
所
の
項
第
一
号
」
を
「
前
項
大
館
事
務
所
の
項
第
一

号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
大
館
地
区
総
合
事
務
所
の
項
第
二

号
」
を
「
第
一
項
大
館
事
務
所
の
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を

削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項
と
す
る
。

第
十
五
条
の
六
の
見
出
し
を
「
（
地
域
振
興
局
県
税
部
各
課
の
所
掌
事

務
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
秋
田
地
域
振
興
局
県
税
部
各
課
」
を
「
地
域
振

興
局
県
税
部
各
課
」
に
改
め
、
同
条
納
税
課
の
項
第
五
号
中
「
総
務
経
理

課
」
を
「
他
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
七
第
一
項
健
康
・
予
防
課
の
項
第
一
号
中
「
結
核
及
び
」
を

削
る
。

第
十
五
条
の
九
第
一
項
建
築
課
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四

号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

第
二
款
を
削
り
、
第
二
款
の
二
中
第
十
八
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
九

条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
九
条
の
二
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
九
条
の
三

を
第
十
九
条
と
し
、
同
款
を
第
二
款
と
し
、
同
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え

る
。

第
二
款
の
二

公
文
書
館

（
事
務
）

第
十
九
条
の
二

公
文
書
館
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
、
古
文

書
そ
の
他
の
記
録
の
保
存
、
利
用
及
び
調
査
研
究
並
び
に
永
年
保
存
文
書

等
の
保
存
に
関
す
る
事
務
を
行
う
機
関
と
す
る
。

（
名
称
及
び
位
置
）

第
十
九
条
の
三

公
文
書
館
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
当
該
室
、
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
項
の

表
企
画
経
営
室
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
表
農
業
試
験
場
の
項
中
「
管
理
室
」
を
「
企
画

情
報
部
」
に
改
め
、「
経
営
計
画
部
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
三
十
条
の
三
中
「
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
の
」
の
下
に
「
総
務
管
理

室
、
」
を
加
え
、
「
農
業
試
験
場
の
管
理
室
及
び
各
部
」
を
「
農
業
試
験
場

各
部
」
に
改
め
、
同
条
企
画
経
営
室
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
務
管
理
室

一
　
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二
　
人
事
、
給
与
、
文
書
及
び
財
務
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
公
有
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

四
　
企
画
経
営
室
、
総
合
食
品
研
究
所
、
農
業
試
験
場
、
果
樹
試
験

場
、
畜
産
試
験
場
、
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
及
び
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー

の
所
管
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
条
の
三
企
画
経
営
室
の
項
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、

第
四
号
を
第
一
号
と
し
、
第
五
号
を
第
二
号
と
し
、
第
六
号
を
第
三
号
と

総
務
企
画
部

総
務
経
理
課

地
域
企
画
課

県
税
課

出
納
室

総
務
企
画
部

県
税
部

総
務
経
理
課

地
域
企
画
課

出
納
室

納
税
課

課
税
課
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仙
北
地
域
振
興
局

総
務
企
画
部

県
税
部

福
祉
環
境
部

農
林
部

建
設
部

総
務
経
理
課

地
域
企
画
課

出
納
室

納
税
課

課
税
課

企
画
福
祉
課

健
康
・
予
防
課

環
境
指
導
課

農
林
企
画
課

普
及
指
導
課

森
づ
く
り
推
進
課

農
村
整
備
課

企
画
道
路
課

用
地
課

河
川
砂
防
課

建
築
課

名
　
　
　
　
　
　
　
称

秋
田
県
公
文
書
館

位
　
　
　
　
　
　
置

秋
田
市
山
王
新
町
十
四
番
三
十

一
号

総
務
管
理
室
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３

し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四
　
農
業
経
営
の
改
善
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
農
村
生
活
の
改
善
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
農
村
へ
の
定
住
の
促
進
並
び
に
農
畜
産
物
の
流
通
及
び
販
売
に
関

す
る
対
策
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
条
の
三
企
画
経
営
室
の
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
　
農
作
業
の
機
械
化
並
び
に
農
業
用
の
施
設
及
び
装
置
に
関
す
る
試

験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
条
の
三
農
業
試
験
場
管
理
室
の
項
中
「
管
理
室
」
を
「
企
画
情
報

部
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と

し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
農
業
試
験
場
経
営
計
画
部
の
項
を
削

り
、
同
条
果
樹
試
験
場
管
理
室
の
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
果
樹
試
験
場

の
各
部
及
び
各
分
場
」
を
「
果
樹
試
験
場
各
部
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
健
康
・
予
防
課
の
項
第
一
号
中
「
結
核
及
び
」
を
削

る
。第

六
十
二
条
中
「
、
児
童
の
情
操
を
豊
か
に
し
、
そ
の
健
康
を
増
進
さ
せ

る
た
め
」
を
削
り
、
「
与
え
る
」
の
下
に
「
と
と
も
に
、
自
然
と
文
化
に
関

す
る
児
童
の
認
識
を
深
め
る
た
め
の
資
料
の
展
示
等
を
行
う
」
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
の
表
中
第
二
十
九
号
を
削
り
、
第
二
十
八
号
を

第
二
十
九
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
表
第
八
号
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

表
第
九
号
と
し
、
同
表
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と

し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
の
表
の
備
考
第
一
号
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第

二
十
号
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
五
号
中
「
中
欄
に
掲
げ
る
課
」
の
下
に

「
及
び
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
の
表
第
三
号
中
「
保
健
所
並
び

に
」
を
削
り
、
「
畜
産
試
験
場
」
の
下
に
「
、
保
健
所
並
び
に
家
畜
保
健
衛

生
所
」
を
加
え
、
同
表
第
五
号
中
「
総
務
課
分
権
改
革
推
進
室
」
を
削
り
、

同
表
第
六
号
中
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
及
び
室
（
地
方
機
関
の
室
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と

し
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
削
り
、
同
表
第
十
八
号
中

「
商
工
業
振
興
課
誘
致
企
業
室

「
商
工
業
振
興
課
誘
致
企
業
室
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

東
京
事
務
所
　
　
　
　
　
　
」

め
、
同
号
を
同
表
第
十
六
号
と
し
、
同
表
中
第
十
九
号
を
第
十
七
号
と
し
、

第
二
十
号
を
削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
二
十
二
号
を
第
十

九
号
と
し
、
第
二
十
三
号
を
削
り
、
同
表
第
二
十
四
号
中
「
総
合
政
策
課
」

「
総
合
政
策
課

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
建
設
交
通
政

国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
大
会
総
務
課
」

「
建
設
交
通
政
策
課

策
課
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
知
事
公
室
内
及
び
部
内
」
を
「
部

会
計
管
財
課
　
　
」

局
（
第
三
条
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
局
を
含
む
。
）
内
」
に
改
め
、

同
号
を
同
表
第
二
十
号
と
し
、
同
表
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、

第
二
十
六
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
中
第
二
十
八
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第

二
十
九
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
三
十
二
号
中

「
総
合
防
災
課
」
を
「
課
　
所
　
等
」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
第
三
十
三
号
中
「
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
中
央
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
」
を
「
及
び

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第

三
十
二
号
と
し
、
同
表
中
第
三
十
四
号
を
第
三
十
三
号
と
し
、
第
三
十
五
号

か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
四
十
六
号
を
削
り
、
第

四
十
七
号
を
第
四
十
五
号
と
し
、
第
四
十
八
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
を
二

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
五
十
二
号
を
第
五
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
中
第
五
十
三
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第

五
十
四
号
を
第
五
十
三
号
と
し
、
第
五
十
五
号
を
第
五
十
四
号
と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

「
公
文

第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
第
五
十
六
号
中
「
公
文
書
館
」
を

児
童

書
館

に
改
め
、
同
表
の
備
考
一
中
「
課
」
」
の
下
に
「
、「
室
」
」
を
加

会
館
」

え
、
「
前
項
の
表
の
備
考
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
」
を
「
前

項
の
表
の
備
考
各
号
」
に
改
め
、
「
、
課
」
の
下
に
「
、
室
」
を
加
え
、
同

条
第
五
項
中
「
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員
」
を
「
単
純
労
務
の
職
員
（
地
方

公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定

す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
職
員

（
臨
時
及
び
非
常
勤
の
職
員
を
除
く
。
）
」
に
、
「
事
務
吏
員
及
び
技
術
吏

員
以
外
」
を
「
単
純
労
務
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
秋
田
県
公
報
発
行
規
則
及
び
知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
知
事
公
室
情
報
公
開
課
」
を
「
知
事
公

室
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

一
　
秋
田
県
公
報
発
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
八

号
）
第
七
条
第
一
号

二
　
知
事
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
公
開
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十

二
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
号
）
第
七
条

六

情
報
公
開

セ
ン
タ
ー

長

情
報
公
開

セ
ン
タ
ー

上
司
の
命
を
受
け
て
、
情
報
公

開
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理

し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。

二
十
三

専
門
主
幹

課

所

等

上
司
の
命
を
受
け
て
、
高
度
か

つ
専
門
的
な
知
識
又
は
技
術
を

必
要
と
す
る
特
定
の
重
要
事
項

の
企
画
、
調
査
等
に
関
す
る
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。

二
十
五

広
報
専
門

員

情
報
公
開

セ
ン
タ
ー

上
司
の
命
を
受
け
て
、
県
政
の

広
報
に
関
す
る
重
要
事
項
の
企

画
、
調
査
等
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

三
十
一

納
税
推
進

専
門
員

税

務

課

上
司
の
命
を
受
け
て
、
高
度
か

つ
専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
す

る
県
税
の
徴
収
に
関
す
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

五
十
一

副
看
護
師

長

脳
血
管
研

究
セ
ン
タ

ー
及
び
リ

ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

・
精
神
医

療
セ
ン
タ

ー
の
看
護

科

看
護
師
長
を
補
佐
し
、
看
護
師

長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
看

護
師
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。

五
十
五

主
任
学
芸

主
事

公
文
書
館

上
司
の
命
を
受
け
て
、
学
芸
に

関
す
る
高
度
か
つ
専
門
的
な
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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４

（
秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

３

秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
三
条
に
規
定
す
る
課
」
の
下
に
「
及
び
セ
ン

タ
ー
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
」
の
下
に
「
総
務
管
理
室
、
」
を
、
「
企
画
経
営
室
」
の
下
に
「
、
総

合
食
品
研
究
所
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

の
規
定
中
「
総
務
課
長
」
を
「
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
長
」
に
改
め
る
。

（
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
秋
田
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

４

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
秋
田
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
知
事
は
、
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
知
事
公
室
情
報
公
開
課
」
を
「
知
事
公
室
情
報
公

開
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
者
は
、
」
の
下
に
「
別
に
定

め
る
様
式
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
閲
覧
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知

事
が
別
に
定
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
資
産
等
報
告
書
等
の
様
式
）

第
九
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

一
　
条
例
第
二
条
第
一
項
の
資
産
等
報
告
書

二
　
条
例
第
二
条
第
二
項
の
資
産
等
補
充
報
告
書

三
　
条
例
第
三
条
の
所
得
等
報
告
書

四
　
条
例
第
四
条
の
関
連
会
社
等
報
告
書

（
秋
田
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

５

秋
田
県
公
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
地
区
総
合

事
務
所
長
」
を
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
事
務
所
長
」
に

改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
公
舎
入
居
申
請
書
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
公
舎
入
居
決
定
通
知
書
に
よ

り
」
を
「
そ
の
旨
を
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
公
舎
入
居
届
」
を

「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
規
定
に
よ
る
公
舎
入
居
届
」
を
「
届
出
書
」
に
、

「
自
動
車
保
管
場
所
使
用
開
始
届
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出

書
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
六
号
中
「
自
動
車
保
管
場
所
使
用
開
始
届
」
を
「
第
六
条

第
二
項
の
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
公
舎
退
去
届
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

届
出
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
自
動
車
保
管
場
所
使
用
廃
止
届
」

を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
」
に
、
「
公
舎
退
去
届
」
を
「
届

出
書
」
に
改
め
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
十
号

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
長
寿
社
会
課
の
項
を
削
り
、
同
表
県
民
文
化
政
策
課
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
の
表
流
通
経
済
課
の
項
を
削
り
、
同
表
産
業
経
済
政
策
課
の
項
中

「
活い

き
活い

き
物
産
応
援
チ
ー
ム
」
を
「
食
彩
あ
き
た
推
進
チ
ー
ム
」
に
改
め

る
。第

四
条
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
同

条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
所
掌
事
務
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

第
五
条

菜
の
花
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
チ
ー
ム
は
、
組
織
規
則
第
八
条
第
一

項
環
境
あ
き
た
創
造
課
の
項
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う

ち
、
廃
食
用
油
の
回
収
の
仕
組
み
の
構
築
及
び
な
た
ね
の
栽
培
の
普
及
を

通
じ
た
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
（
廃
食
用
油
等
を
原
料
と
し
て
製
造
さ

れ
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
の
燃
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
製
造
、
流
通

及
び
利
用
の
促
進
、
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
（
動
植
物
に
由
来
す
る
有
機
物

を
原
料
と
し
て
製
造
さ
れ
る
燃
料
用
の
エ
タ
ノ
ー
ル
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
製
造
、
流
通
及
び
利
用
の
方
策
に
関
す
る
調
査
並
び
に
バ
イ
オ

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
及
び
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
の
利
用
に
関
す
る
啓
発
及
び

知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条

食
彩
あ
き
た
推
進
チ
ー
ム
は
、
組
織
規
則
第
十
一
条
第
一
項
産
業

経
済
政
策
課
の
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
県
内
に
お
い
て
食

品
の
製
造
の
事
業
を
行
う
者
に
よ
る
商
品
の
開
発
及
び
販
売
の
促
進
に
関

す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
七
条
及
び
第
八
条
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
第
七
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
事
務
吏
員
又
は

技
術
吏
員
」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一

号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
以
外
の
職
員

（
臨
時
及
び
非
常
勤
の
職
員
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

環
境
あ
き
た
創
造
課

菜
の
花
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
チ
ー
ム
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